
 

一 

 
 

 

食
品
表
示
法
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

（
食
品
表
示
基
準
の
策
定
等
） 

第
四
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
府
令
で
、
食
品
及
び
食
品
関
連
事
業
者
等

の
区
分
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
区
分
に
属
す
る
食
品
を
消

費
者
が
安
全
に
摂
取
し
、
及
び
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
選
択
す
る
た
め
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

名
称
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
（
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
と
な
る
物
質
を
い
う
。

第
六
条
第
八
項
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
保
存
の
方
法
、
消
費

期
限
（
食
品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
の
判
断
に
資
す
る
期
限
を
い
う
。

第
六
条
第
八
項
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
原
材
料
、
添
加
物
、

栄
養
成
分
の
量
及
び
熱
量
、
原
産
地
そ
の
他
食
品
関
連
事
業
者
等
が
食
品

の
販
売
を
す
る
際
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
事
項 

 

二 

表
示
の
方
法
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
際
に
食
品
関
連

事
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項 

２
～
６ 

（
略
） 

 

（
指
示
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

（
食
品
表
示
基
準
の
策
定
等
） 

第
四
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
府
令
で
、
食
品
及
び
食
品
関
連
事
業
者
等

の
区
分
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
区
分
に
属
す
る
食
品
を
消

費
者
が
安
全
に
摂
取
し
、
及
び
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
選
択
す
る
た
め
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

名
称
、
保
存
の
方
法
、
消
費
期
限
（
食
品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
の

判
断
に
資
す
る
期
限
を
い
う
。
第
六
条
第
八
項
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
原
材
料
、
添
加
物
、
栄
養
成
分
の
量
及
び
熱
量
、
原
産
地
そ
の

他
食
品
関
連
事
業
者
等
が
食
品
の
販
売
を
す
る
際
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
事

項 

  

二 

表
示
の
方
法
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
際
に
食
品
関
連

事
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項 

２
～
６ 

（
略
） 

 

（
指
示
等
） 

第
六
条 

（
略
） 



  

二 

２
～
７ 

（
略
） 

８ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
食
品
関
連
事
業
者
等
が
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
、
消
費
期
限
、

食
品
を
安
全
に
摂
取
す
る
た
め
に
加
熱
を
要
す
る
か
ど
う
か
の
別
そ
の
他
の

食
品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
と
し
て
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
食
品
表
示
基
準
に
従
っ
た
表
示
が
さ
れ
て
い

な
い
食
品
の
販
売
を
し
、
又
は
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
消

費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
を
図
る
た

め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対

し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期

間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
権
） 

第
十
一
条 

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
四

項
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
は
、
食
品
関
連
事
業
者
が
、
不
特
定
か
つ

多
数
の
者
に
対
し
て
、
食
品
表
示
基
準
に
違
反
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食

品
の
名
称
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
、
保
存
の
方
法
、
消
費
期
限
、
原
材
料
、
添
加
物
、

栄
養
成
分
の
量
若
し
く
は
熱
量
又
は
原
産
地
に
つ
い
て
著
し
く
事
実
に
相
違

す
る
表
示
を
す
る
行
為
を
現
に
行
い
、
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当

該
食
品
に
関
し
て
著
し
く
事
実
に
相
違
す
る
表
示
を
行
っ
た
旨
の
周
知
そ
の

２
～
７ 

（
略
） 

８ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
食
品
関
連
事
業
者
等
が
、
消
費
期
限
、
食
品
を
安
全

に
摂
取
す
る
た
め
に
加
熱
を
要
す
る
か
ど
う
か
の
別
そ
の
他
の
食
品
を
摂
取

す
る
際
の
安
全
性
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
に
つ
い
て
食
品
表
示
基
準
に
従
っ
た
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
食
品
の

販
売
を
し
、
又
は
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
の
生
命

又
は
身
体
に
対
す
る
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
を
図
る
た
め
緊
急
の
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の

回
収
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て

そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
権
） 

第
十
一
条 

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
四

項
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
は
、
食
品
関
連
事
業
者
が
、
不
特
定
か
つ

多
数
の
者
に
対
し
て
、
食
品
表
示
基
準
に
違
反
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食

品
の
名
称
、
保
存
の
方
法
、
消
費
期
限
、
原
材
料
、
添
加
物
、
栄
養
成
分
の

量
若
し
く
は
熱
量
又
は
原
産
地
に
つ
い
て
著
し
く
事
実
に
相
違
す
る
表
示
を

す
る
行
為
を
現
に
行
い
、
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
食
品
関

連
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
食
品
に
関

し
て
著
し
く
事
実
に
相
違
す
る
表
示
を
行
っ
た
旨
の
周
知
そ
の
他
の
当
該
行



 

三 

他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 

附 

則 

（
検
討
） 

第
十
九
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

附 

則 

（
検
討
） 

第
十
九
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

 


